
 役場からのお知らせ N e w s

町
県
民
税
・
各
種
保
険
料
（
税
）
の
特
別
徴
収

10
月
か
ら
本
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

　

町
県
民
税
・
各
種
保
険
料（
税
）を
特

別
徴
収（
年
金
天
引
き
）で
納
め
て
い
る

人
は
、
10
月
か
ら
本
徴
収
が
始
ま
り
ま

す
。
今
ま
で
普
通
徴
収（
納
付
書
や
口
座

振
替
）で
納
め
て
い
た
人
も
、
10
月
か
ら

特
別
徴
収
が
始
ま
る
人
も
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
人
に
は
、
６
〜
７
月
に

通
知
書
を
送
っ
て
い
ま
す
の
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。
特
別
徴
収
は
翌
年
度
以

降
も
引
き
続
き
行
わ
れ
、
平
成
30
年
度

４
・
６
・
８
月
に
納
め
る
額
は
、
29
年
度

２
月
に
納
め
る
額
と
同
額
で
す
。

　

町
県
民
税
の
徴
収
額
に
つ
い
て
は
、

公
的
年
金
に
係
る
29
年
度
税
額
の
６
分

の
１
相
当
額
と
な
り
ま
す
。

問
税
務
課
町
民
税
係
（
町
県
民
税
・
国

保
税
）　　

 　

☎
９
８
５
―
４
１
１
０

29 年度 30 年度

支
  払
月

4 6 8 10 12 2 4 6 8

徴
収
区
分

仮徴収
または
普通徴収

特別徴収
（本徴収）
29 年度税
（保険料）額－
徴収済額

特別徴収
（仮徴収）
29 年度 2 月に
納める額と同額

※町県民税は
公的年金に係
る 29 年度税額
の1/6 相当額

　

保
険
課
保
険
料
係
（
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
）　　

☎
９
８
５
―
４
２
２
７

▼
相
談
員　

行
政
相
談
委
員　

三
好
健

二
さ
ん
、
鶴
家
澄
成
さ
ん

【 

定
例
の
行
政
相
談
所
（
月
１
回
）】

　

ま
さ
き
お
役
立
ち
カ
レ
ン
ダ
ー
で
、

日
程
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
総
務
課
危
機
管
理
係

☎
９
８
５
―
４
１
０
３

　

行
政
へ
の
苦
情
や
要
望
な
ど
を
中
立

的
に
解
決
に
当
た
る
の
が
行
政
相
談
で

す
。
相
談
無
料
で
、秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

【 

特
別
行
政
相
談
所
（
今
回
の
み
）】

▼
日
時　

10
月
18
日
（
水
）　

10
時
〜

15
時

▼
場
所　

東
公
民
館

10
月
16
日
か
ら
22
日
の
行
政
相
談
週
間
に
合
わ
せ

特
別
行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料

離
職
に
よ
る
特
例
免
除
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

離
職
に
よ
り
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
人
は
、
納
付
が
免
除
さ
れ

る
「
特
例
免
除
制
度
」
が
利
用
で
き
ま

す
（
世
帯
主
や
配
偶
者
が
い
る
人
は
、

世
帯
主
や
配
偶
者
が
所
得
要
件
を
満
た

し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）。

　

申
請
を
希
望
す
る
人
は
、
次
の
も
の

を
持
参
し
て
、
年
金
事
務
所
か
町
民
課

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
持
参
物
】
①
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
か
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

②
年
金
手
帳

③
本
人
確
認
で
き
る
身
分
証

※
学
生
は
こ
の
制
度
を
利
用
で
き
ま
せ

ん
。
学
生
納
付
特
例
制
度
を
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。

問
松
山
西
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

　
　
　
　
　
　

☎
９
２
５
―
５
１
７
５

　

 

町
民
課
住
民
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
０
６

（64 歳以下の国保加入者の接種のこと）
問保険課医療保険係　 　   ☎ 985-4107
（65 歳以上の接種のこと）
問健康課保健センター係　☎ 985-4118

▲

助成対象者　接種日に国保税の滞納がない世帯に属し、町
　税を滞納していない人（右記◎は除く）

▲

助成方法　医療機関で接種後、費用の一部を口座振替で支払い

▲

助成額　　1人　1,000円（1,000円未満のときは実費）

▲

助成回数　年度内 1人1回

▲

請求期限　3月31日㊏

▲

請求に必要な物　①領収書（予防接種名、接種者の氏名、料金など
　  が明記してあるもの）　②保険証　③印鑑（朱肉を使うもの）　④世
　帯主と接種した人のマイナンバーが分かるもの

▲

申請方法　請求に必要な物を持って、保険課医療保険係に
　お越しください。

〈64歳以下の国民健康保険加入者〉

　接種後、抵抗力がつくまで2週間程度かかるといわれ
ていますので、12月中旬までに受けることをおすすめし
ます。次に該当する人には、接種費用を助成します。

▲

助成対象者　町に住民票のある人　

▲

助成方法　県内の協力医療機関に予約して接種し、
　個人負担のみ支払い。

▲

個人負担　1,000円　（生活保護などの支援給付を受
　けている人は個人負担金は不要。事前に福祉課で必要書

　類をもらってから接種に行ってください）

▲

助成回数　下記期間内　1人1回

▲

助成期間　10月15日㊐ ～ 12月31日㊐

▲

接種時に必要な物　保険証など住所、氏名、年齢
　が確認できるもの（◎に該当する60～ 64歳の人
　は、身体障がい者手帳または医師の診断書）

〈65歳以上の人〉
◎ 60 ～ 64 歳で心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機能に障がい（身体障がい者手
帳１級相当）がある人を含む

インフルエンザ予防接種
を受けよう

精
神
障
が
い
者
に
対
す
る

路
線
バ
ス
運
賃
割
引
が
始
ま
り
ま
し
た

対象路線（高速バス、特急バスや
リムジンバスなどは除く ）

・   伊予鉄道株式会社
   （伊予鉄南予バス株式会社含む）
・   宇和島自動車株式会社
・   瀬戸内運輸株式会社（瀬戸内海
　交通株式会社、せとうち周桑バス株
　式会社含む）
・   ジェイアール四国バス株式会社

　

９
月
１
日
か
ら
県
内
の
路
線
バ
ス

で
、
精
神
障
が
い
者
に
対
す
る
運
賃
割

引
が
始
ま
り
ま
し
た
。
詳
細
は
、
各
事

業
者
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者　

精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉

手
帳（
１
〜
３
級
）所
持
者
本
人

▼
割
引
率　

運
賃
を
50
％
割
引

【
注
意
事
項
】

・
割
引
を
受
け
る
に
は
、
本
人
確
認
の

た
め
、
写
真
を
貼
付
し
た
精
神
障
が
い

者
保
健
福
祉
手
帳
が
必
要
で
す
。

・
写
真
付
き
の
手
帳
に
変
更
を
希
望
す

る
場
合
は
、
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係
で

手
帳
の
再
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
２

　

愛
媛
県
獣
医
師
会
で
は
、
殺
処
分
さ

れ
る
野
良
猫
を
減
ら
す
た
め
、
避
妊
手

術
を
無
料
で
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
の
受
け
付
け
は
、
役
場

で
行
い
ま
す
。

▼
対
象
猫　

生
後
６
カ
月
以
上
の
雌
の

野
良
猫

▼
実
施
頭
数　

県
内
で
約
１
０
０
頭

※
応
募
多
数
の
場
合
は
選
考
し
、
11
月

中
旬
こ
ろ
ま
で
に
結
果
を
送
付
し
ま
す
。

▼
申
し
込
み
方
法　

印
鑑（
朱
肉
を
使

う
も
の
）を
持
参
し
、
町
民
課
生
活
環

境
係
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
間　

10
月
２
日（
月
）
〜
10

月
31
日（
火
）

問
町
民
課
生
活
環
境
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
７

　

愛
媛
県
獣
医
師
会

　
　
　
　
　
　

☎
９
４
８
―
５
３
６
７

愛
媛
県
獣
医
師
会
実
施
　
町
で
申
請
受
け
付
け

野
良
猫
（
地
域
猫
）
の
避
妊
手
術
を
支
援
し
ま
す

　9月17日の午後、台風18号が愛媛県に最も接近した影
響で、町内でも近年まれにみる非常に激しい雨が降りました。
満潮時刻と重なったことと相まって、重信川では戦後最高水
位となる5.65メートルを観測したほか、長尾谷川でも氾ら
んのおそれがあるところまで水位が上昇するなど、町内各所
において、床上浸水などの被害が発生しました。
　被害に遭われた皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
　また、短時間に土のうの要請が集中したことから、一部、
要請に対応できない事態となりました。心からおわび申し上
げます。
　今回の事態を教訓とし、「安全安心のまちづくり」の強化を
図ってまいります。今後とも、町民の皆さんのご理解ご協力
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

台風第18号による

被害に遭われた皆さまへ

 松前町長
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▼内容　足腰の筋力維持・向上、お口の健康、認
　知機能低下予防、バランスの良い食事、薬の正
　しい取り扱いなど

▼講師　理学療法士、管理栄養士、薬剤師など

▼定員　40 人（先着順。定員に満たない場合、 
　講座途中でも募集を受け付けます）

▼申し込み方法　電話申し込み

▼申込先・問い合わせ　
　健康課地域包括支援センター係　☎ 985-4205

 役場からのお知らせ N e w s

コ
ー
ス
が
新
し
く
な
り
ま
す

松
前
町
ふ
れ
あ
い
健
康
マ
ラ
ソ
ン
大
会
参
加
者
募
集

2nd Life University
参加者募集
　老後も今の元気な生活を送っていきたい人を対
象に、健康づくりや介護予防の講座を行います。

▼日程　10 月 31 日㊋、11 月 7日㊋・22 日㊌、
　12 月 5日㊋・19 日㊋、1月 9日㊋・23 日㊋、
　2月 6日㊋
　※詳細は、受講決定者にお知らせします。

▼時間　９時 30 分～ 12 時

▼場所　福祉センター 2階集会室

▼対象　65 歳から 74 歳の人で、教室の内容を自
　宅で実践する意志があり、おおむね全日程の参
　加ができる人

▲足腰の筋力維持・向上
のため体操を行います

▲実演を交じえながら、
介護予防を学びます

介護予防講座

　

毎
年
こ
の
時
期
に
開
催
し
て
い
る

「
ふ
れ
あ
い
健
康
マ
ラ
ソ
ン
大
会
」
で

す
が
、
今
年
か
ら
、
塩
屋
海
岸
沿
い
の

コ
ー
ス
を
、
松
前
町
ホ
ッ
ケ
ー
公
園
を

中
心
と
し
た
コ
ー
ス
に
変
更
し
て
行
い

ま
す
。
種
別
や
距
離
な
ど
は
、
こ
れ
ま

で
と
同
じ
で
す
。

　

皆
さ
ん
も
一
新
し
た
コ
ー
ス
を
走
っ

て
、
心
も
体
も
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
ま
せ

ん
か
。

▼
日
時　

11
月
26
日（
日
）　

９
時
〜

　

小
雨
決
行（
予
備
日
12
月
10
日
）

▼
集
合
場
所　

松
前
町
ホ
ッ
ケ
ー
公
園

（
鶴
吉
１
１
８
番
地
１
）

▼
コ
ー
ス　

松
前
町
ホ
ッ
ケ
ー
公
園
周

辺
の
３
コ
ー
ス

▼
種
別　

①
ふ
れ
あ
い
コ
ー
ス（
約
２
㎞
）

・
小
学
生
男
子
の
部（
４
年
生
以
上
）

・
小
学
生
女
子
の
部（
４
年
生
以
上
）

・
中
学
生
女
子
の
部

・
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
部

※
小
学
３
年
生
以
下
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー

の
部
に
親
子
で
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

②
ふ
れ
あ
い
コ
ー
ス（
約
３
㎞
）　

・
中
学
生
男
子

③
挑
戦
コ
ー
ス（
約
５
㎞
）　

・
高
校
生
以
上
の
男
女

▼
参
加
資
格　

町
内
に
在
住
、
在
勤
、

在
学
し
て
い
る
健
康
な
人

▼
申
し
込
み
方
法　

社
会
教
育
課
、
松

前
公
園
、
文
化
セ
ン
タ
ー
、
東
・
西
・

北
公
民
館
に
あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
各
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
締
め
切
り　

11
月
10
日（
金
）　

17

時問
社
会
教
育
課
社
会
体
育
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
３
８

平成29年度　松前町臨時職員募集（再募集）

共通事項

▲

面接予定日 　別途連絡▲

申し込み方法　履歴書（写真添付の市販のもので可）の 
　左上枠外に「職種区分（アルファベット）」を明記し、免許・
　資格証の写しまたは免許・資格取得見込証明書を添えて、
　郵送してください（持参可）。
　※  携帯電話番号など昼間の連絡先を明記してください。▲

申込先・問い合わせ　〒791-3192　松前町大字筒井631
　番地　松前町役場総務課職員係　☎985-4113

▲

年齢要件など　18歳以上60歳位までで地方公務員
　法第16条各号のいずれにも該当しない人▲

任用期間　6カ月任用し、6カ月以内で更新予定。最長
　で3年以内（勤務実績によっては、更新しない場合もあ
　ります）。▲

申込期間　随時（定員になり次第締め切ります）▲

任用決定　面接選考   ▲

面接場所　松前町役場庁舎

職種区分 勤務先 勤務内容 募集人員 免許・
資格など 勤務時間 勤務日 賃金

保 育 士 F 保育所
松前ひまわり保育所
黒田保育所
小富士保育所
二名保育所
白鶴保育所

保育所での
保育業務 若干名 保育士

資格

8時 30 分～
17 時 15 分
（㊏12時 30分まで）
（早出・遅出勤務あり）

㊊～㊏
（勤務表の割り
振りによる週38
時間45分勤務）

180,000円 / 月

パ ー ト
保 育 士

I

7 時から、または
19 時（㊏13時）
までで、4～ 6時
間で応相談

㊊～㊏
（応相談）

1,105円 /時

◆健全化を判断する比率（単位：％）
平
成
28
年
度
　
松
前
町
財
政
健
全
化
指
標

町
の
財
政
は
健
全
で
す

　

平
成
28
年
度
の
健
全
化
判
断
比
率
と

資
金
不
足
比
率
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
比
率
が
低
い
ほ
ど
、
自
治
体

の
財
政
状
況
は
健
全
で
す
。

【
解
説
】　

松
前
町
は
国
の
定
め
た
基
準

よ
り
も
比
率
が
低
く
、
イ
エ
ロ
ー
カ
ー

ド
に
当
た
る
早
期
健
全
化
団
体
（
公
営

企
業
に
つ
い
て
は
経
営
健
全
化
団
体
）

と
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
に
当
た
る
財
政
再
生

団
体
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

　　

こ
の
よ
う
に
健
全
な
町
の
財
政
で
す

が
、
こ
の
状
態
が
将
来
に
わ
た
っ
て
保

障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
今
後
も
財
政
運
営
に
厳
し
い
姿
勢

で
臨
み
、
健
全
財
政
の
維
持
に
取
り
組

み
ま
す
。

問
財
政
課
財
政
係☎

９
８
５
―
４
１
０
１

※  実質収支と連結実質収支が黒字のため、実質赤字比率 
　と連結実質赤字比率は、「－」で表示されます。

区　分 資金不足比率 経営健全

水道事業会計 －
20.00

公共下水道事業
特別会計 －

◆資金不足の比率（単位：％）

※  資金不足比率は、公営企業ごとの資金の不足額が、事 
　業の規模に対してどの程度あるか示しています。上記事
　業は、事業の規模に対する資金不足額が無いため、資金
　不足比率はありません。

指　標 松前町
早期健全
（国の基準）
イエローカード

財政再生
（国の基準）
レッドカード

備　考

実質赤字比率
（一般会計に対する赤字の割合） － 14.22 20.0 3億 3,896万 3千円の黒字

連結実質赤字比率
（全会計に占める赤字（または資金

の不足額）の割合）
－ 19.22 30.0 17億 1,161万 6 千円の黒字

実質公債費比率
（収入に占める借金返済額の割合） 9.3 25.0 35.0 前年度 10.0％

将来負担比率
（将来にわたる実質的な負債の割合） 81.1 350.0 前年度 81.0％

　

　  
コース

を一新

青い
ピッチを

見ながら走ろう
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10
月
１
日
は
浄
化
槽
の
日
で
す

　
「
浄
化
槽
の
日
」
は
、
浄
化
槽
の
設
置

や
管
理
方
法
な
ど
を
定
め
た
浄
化
槽
法

が
、
昭
和
60
年
10
月
１
日
に
全
面
施
行

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

▼
浄
化
槽
の
適
正
な
維
持
管
理
を

　

合
併
浄
化
槽
は
、
町
の
水
環
境
保
全

の
た
め
に
重
要
な
施
設
で
す
。
微
生
物

が
分
解
す
る
働
き
を
利
用
し
て
、
台
所

や
ト
イ
レ
な
ど
か
ら
出
る
汚
水
を
き
れ

い
に
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
販
売
し
て
い
る
合
併
浄
化
槽
の

性
能
は
、
単
独
浄
化
槽
に
比
べ
格
段
に

よ
く
な
っ
て
お
り
、
下
水
処
理
場
の
二

次
処
理
と
同
程
度
の
処
理
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
適
正
な
維
持
管
理
を
行
わ
な

い
と
、
汚
れ
た
水
が
流
れ
出
し
ま
す
。

　

管
理
者
は
、
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
①
保
守
点
検
②
清
掃
③
法
定
検

査
を
忘
れ
ず
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

問
公
益
社
団
法
人
愛
媛
県
浄
化
槽
協
会

☎
９
２
５
―
２
６
６
１

▼
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
金

　

町
は
、
下
水
道
事
業
認
可
区
域
外
の

地
域
で
合
併
浄
化
槽
を
設
置
す
る
と
き

に
、工
事
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
上
下
水
道
課
業
務
係

☎
９
８
５
―
４
１
２
６

 役場からのお知らせ N e w s

飲
用
井
戸
の
設
置
者
の
皆
さ
ん
へ

井
戸
水
の
管
理
・
検
査
を
し
ま
し
ょ
う

　

不
適
切
な
井
戸
水
の
飲
用
で
健
康
を

損
な
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
次
の
点
に

気
を
付
け
て
、
適
正
に
井
戸
水
の
管
理

し
ま
し
ょ
う
。

▼
井
戸
の
衛
生
的
な
管
理
を

　

井
戸
や
そ
の
周
辺
に
は
、
み
だ
り
に

人
や
動
物
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
、
周

辺
の
点
検
を
定
期
的
に
行
っ
て
、
清
潔

保
持
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

▼
水
質
検
査
を
行
い
ま
し
ょ
う

・
水
の
色
、
濁
り
や
味
、
臭
い
な
ど
に

注
意
し
、
年
１
回
以
上
、
水
質
検
査
を

受
け
ま
し
ょ
う
。

・
異
常
が
あ
れ
ば
飲
用
を
中
止
し
、
水

質
検
査
を
行
っ
て
安
全
を
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

問
県
立
衛
生
環
境
研
究
所

　
　
　
　
　
　

☎
９
３
１
―
８
７
５
７

　

愛
媛
県
総
合
保
健
協
会

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
７
―
８
２
０
６

子どもたちは家庭で

本を読んでいますか

　町は、子どもたちがより豊かに生きていく力を育む
ため、「子ども読書活動推進計画」を策定しています。
　その計画を策定するために行ったアンケートを基
に、町内の子どもたちの読書状況を紹介します。

▼家庭での週1回以上、読書をしている子どもの割合

　左のグラフを見ると、年齢を重ねるにつれ読
書離れが進んでいることが分かります。
　今回策定した計画では、幼稚園、保育所や小
中高校をはじめ、ふるさとライブラリーや地区公
民館が連携して、子どもたちが豊かな読書活動
を行えるよう本の種類や本と触れ合えるイベン
トなどを充実させていくこととしています。
　それらに加えて大事なことは、「家庭での読書
環境」です。本の感想を言い合うなど親子で共に
読書に親しむことが、読書意欲を高めることに
つながります。
　10月27日からは、秋の読書週間です。この機
会に、親子で読書を楽しみませんか。
※  計画は、町のホームページ
　に掲載しています。

問社会教育課生涯学習係
　☎ 985-4135
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88％ 83％

62％ 61％

32％

年齢を重ねるにつれ減少

全く読ま
ない人も
22％
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